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はじめに 
計画策定の趣旨 
近年、子どもたちの生活にインターネットや携帯ゲーム機が深く結びつくな

ど、ライフスタイルが変化したほか、幼児期からの読書習慣の未形成など読書

離れは憂慮すべき状態であり、社会全体で子どもの読書活動の推進を図ってい

く必要があります。 
読書は、子どもの言葉や感性を育み、表現力や創造力を豊かにしてくれます。

幼い時期から本に親しむことによって、さまざまなことを学び成長していきま

す。 
子どもたちが自主的に読書活動を行えるように、それぞれの子どもの発達段

階や個性に応じて、興味や関心が高まる環境づくりを目指します。 
 

現状 
北竜町図書館の利用実態（令和５年１２月３１日現在） 

○ 蔵書 16,232 冊（うち、児童書 5,769 冊） 

○ 利用数 

 
 

○ イベント等（令和４年度） 
 
 
 

○ ボランティアについて 
令和５年１２月３１日現在、ボランティア２名。 
本の返却、館内の見回り、展示内容検討、イベント内容検討等の業務 
に携わっています。 
 

 
 
 

年度 
貸出冊数（冊） 合計貸出 

冊数（冊） 

うち、小中学

校への貸出

冊数（冊） 

来館者数 

（人） 

うち、子ども来館者数（人） 

一般書 児童書 幼児 児童 生徒 合計 

R１ 1,907 2,266 4,173 1,130 2,032 299 376 35 710 

R2 1,922 1,992 3,914 1,070 1,299 126 203 8 337 

R3 1,913 2,695 4,608 1,190 1,764 247 326 14 587 

R4 2,011 3,163 5,174 980 2,098 345 397 33 775 

R5 1,447 1,829 3,276 935 1,348 156 265 52 473 

実行回数 ４回 
子どもの参加数（平均） １８人 

※図書システムの都合上、子どもへの貸出冊数を別に集計できないため、子どもの 
来館者数を提示します。 
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基本的な考え方 

 

この計画の目的は、平成１３年に公布・施行された「子どもの読書活動の推

進に関する法律」によると、基本理念に「読書活動は、子どもが人生をより深

く生きる力を身につけていく上で欠くことのできないものであることにかんが

み、すべての子どもが機会・場所を問わず、自主的に読書活動ができるよう、

積極的にそのための環境整備が推進されなければならないものとする」ことが

記されており、国はこの法律に基づき「子ども読書活動の推進に関する基本的

な計画」を策定しました。また、地方公共団体は国の基本計画を踏まえ、「子ど

もの読書活動推進計画」を策定するよう努力することが定められています。こ

れを受け、北海道では平成１５年に「北海道子どもの読書活動推進計画を策定

しました。 
北竜町においても子ども読書活動の一層の推進のため、国・道の基本計画を

踏まえ、乳幼児から保護者とともに読書に親しみ、楽しめる体験ができる機会

をつくるなど子どもたちにとって読書活動が日常習慣となるような支援が必要

です。また、子どもが自主的な読書活動を習慣づけるには、家庭、地域、学校、

図書館の連携した取組が求められております。 
本計画は、子どもが読書の楽しみに気づき、自主的な読書活動を行うための

読書環境の整備・充実を目指すものであり、「北竜町子どもの読書活動推進計画」

の「第３次計画」となります。 

計画の期間 
本計画は、令和６(2024)年度から令和１０(2028)年度までの５年間とします。 

計画の対象 
本計画の対象は、おおむね０歳から１８歳までとします。 

計画の体系 
推進方策 重点 

１ 家庭における読書活動の推進 読書の習慣化に向けた取組 
２ 地域における読書活動の推進 ブックスタート事業の推進、 

図書館ボランティアの育成 
３ 学校等における読書活動の推進 読書活動の推進、図書室の活用 

基本理念 
北竜町の子どもたちが読書に興味を持ち、どこに居ても 
自主的に読書活動を行えるよう、その環境整備を図ります。 
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子どもの読書活動推進のための取組 
 
（１）家庭における読書活動の推進 

家庭では、乳幼児期から絵本の読み聞かせなどを通じて（無理に 
絵本を読み聞かせようとするのではなく、絵本を介してコミュニ 
ケーションを計るものです）。親子の信頼関係を築くことで、読書 
の楽しさを発見し、自然に本への関心を持つようになります。 
家族が読書活動の重要性を認識し、みんなで読書に親しむ時間を 
持つことは大切です。 
 

 
具体的な取組 
 
乳幼児期：読み聞かせ等を通して、保護者・乳幼児ともに 

絵本に触れる機会を増やす 
 
小学生期：親子で一緒に図書館を利用する、読む本を一緒に 

選ぶ、絵本・物語の読み聞かせをする 
 

中学生期：読んだ本の意見を交換するなど、子どもと一緒 
に保護者も読書を楽しむ 

 
 
成果指標 

指標 指標の概要 第１次計画策定時 目標 

家庭での読書 
１週間に保護者が乳幼児に読み聞

かせをしない割合 

１４％  
第２次計画終了時 

３８％ 
 

 
指標 指標の概要 第１次計画策定時 目標 

本について 本が好きと答える児童生徒の割合 
５０％  

第２次計画終了時 
４６％ 

家庭での読書 
１週間に家庭で読書をしない割合 
（マンガを含まない） 

第１次計画策定時  
２４％ 

第２次計画終了時 
３１％ 
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（２）地域における読書活動の推進 
地域は、図書館をはじめ、図書ボランティアなどの協力を得て、 
子どもが本に興味を持ち続ける環境づくりを目指します。 
まずは、図書館が本の話題を発信する・入りやすい雰囲気にする、 
子どもが読みたい本の情報を得るなど、利用しやすい図書館になる 
ことを目指します。 
 

 
具体的な取組 

乳幼児期：ブックスタートの推進、子育て支援センター・ 
保育園などへの図書の貸出、読書相談の実施 

 
小学生期：図書館から小学校へ図書の貸出などの実施、 

図書館事業などへの参加を促す 
 

中学生期：図書館から中学校へ図書の貸出などの実施、 
図書館事業などへの参加を促す 

       
そのほか：図書館は、図書館だよりを発行し、図書館の 

使い方やイベント等を周知する 
読み聞かせや工作会などを行い、図書館へ足を 
運んでもらうきっかけ作りをしていく 

 
 

成果指標 
指標 指標の概要 第１次計画策定時 目標 

図書館の利用状況 
図書館を利用すると答えた乳幼

児の保護者の割合 

９６％  

第２次計画終了時 
８１％ 

 
指標 指標の概要 第１次計画策定時 目標 

図書館の利用状況 
図書館を利用すると答えた児童

生徒の割合 

９３％  
第２次計画終了時 

９３％ 
 

指標 指標の概要 Ｈ２９ 目標 

年間の児童生徒の

貸出数 
図書館において、１年間に貸出

された児童書の冊数 

2,451 冊  
Ｒ４ 

3,163 冊 
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（３）学校等における読書活動の推進 
     小・中学校は、図書館と連携し、図書室の排架方法や、季節の 

展示を実施する、帯やポップを使った図書のアピールなど、 
児童・生徒の読書への興味関心を喚起することを目指します。 
また、図書館・図書室の利用ガイダンスの実施、リクエストの 
実施、イベント等の開催について取り組みます。 

 
 

具体的な取組 

小学校：図書館・図書室の利用ガイダンスの実施、 
図書館との連携強化 
帯やポップを使った読書活動の普及・啓発 

 
中学校：帯やポップを使った読書活動の普及・啓発 

図書館との連携強化 
       

その他：家庭でも図書館を訪れてみるなど、本にふれる 
    機会をつくる 

 
 
 

成果指標 
指標 指標の概要 第１次計画策定時 目標 

学校図書室の利用状況 
図書室を利用すると答え

た児童生徒の割合 

８５％  
第２次計画終了時 

８７％ 
 

 
※第 1 次計画策定時～平成２８年 乳幼児保護者・児童・生徒向けアンケート結果より 
 第２次計画終了時～令和５年 乳幼児保護者・児童・生徒向けアンケート結果より 
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子どもの読書活動の推進に関する法律 
 （目的） 
第一条   この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国

及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推

進に関する必要な事項を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関す

る施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの健やかな成長に資する

ことを目的とする。 
 
 （基本理念） 
第二条   子ども（おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。）の読書活動は、子

どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、

人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないもので

あることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所におい

て自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための環境の整

備が推進されなければならない。 
 
 （国の責務） 
第三条   国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子ども

の読書活動の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有す

る。 
 
 （地方公共団体の責務） 
第四条   地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域

の実情を踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施

する責務を有する。 
 
 （事業者の努力） 
第五条   事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子ど

もの読書活動が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提

供に努めるものとする。 
 
 （保護者の役割） 
第六条   父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習

慣化に積極的な役割を果たすものとする。 
 
 （関係機関等との連携強化） 
第七条   国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実

施されるよう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化

その他必要な体制の整備に努めるものとする。 
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 （子ども読書活動推進基本計画） 
第八条   政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進

を図るため、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（以下「子ども

読書活動推進基本計画」という。）を策定しなければならない。 

２    政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これ

を国会に報告するとともに、公表しなければならない。 

３    前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。 
 
 （都道府県子ども読書活動推進計画等） 
第九条   都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都

道府県における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県に

おける子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画（以下「都道府

県子ども読書活動推進計画」という。）を策定するよう努めなければならな

い。 

２    市町村は、子ども読書活動推進基本計画（都道府県子ども読書活動推進計

画が策定されているときは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ど

も読書活動推進計画）を基本とするとともに、当該市町村における子どもの

読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該市町村における子どもの読書活動の

推進に関する施策についての計画（以下「市町村子ども読書活動推進計画」

という。）を策定するよう努めなければならない。 

３    都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ど

も読書活動推進計画を策定したときは、これを公表しなければならない。 

４    前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活

動推進計画の変更について準用する。 
 
 （子ども読書の日） 
第十条   国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるととも

に、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を

設ける。 

２    子ども読書の日は、四月二十三日とする。 

３    国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施す

るよう努めなければならない。 
 
（財政上の措置等） 
第十一条  国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施する

ため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 
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附則   この法律は、公布の日から施行する。 
 
○ 衆議院文部科学委員会における附帯決議 

政府は、本法施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。 
一  本法は、子どもの自主的な読書活動が推進されるよう必要な施策を

講じて環境を整備していくものであり、行政が不当に干渉すること

のないようにすること。 
 

二  民意を反映し、子ども読書活動推進基本計画を速やかに策定し、子

どもの読書活動の推進に関する施策の確立とその具体化に努めるこ

と。 
 

三  子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において、本と親しみ、本を

楽しむことができる環境づくりのため、学校図書館、公共図書館等

の整備充実に努めること。 
 

四  学校図書館、公共図書館等が図書を購入するに当たっては、その自

主性を尊重すること。 
 

五  子どもの健やかな成長に資する書籍等については、事業者がそれぞ

れの自主的判断に基づき提供に努めるようにすること。 
 

六  国及び地方公共団体が実施する子ども読書の日の趣旨にふさわし

い事業への子どもの参加については、その自主性を尊重すること。 
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資料編 １



回収 16/ 61/ 14 11 17 8 11 33/
１年 ２年 ３・４ ５年 ６年

好き 8 50% すき 28 46% 7 7 8 3 3 すき 15 45%
ふつう 4 25% ふつう 21 34% 5 3 8 3 2 ふつう 9 27%
マンガは好き 5 31% マンガは好き 8 13% 1 2 5 マンガは好き 10 30%
きらい 0% きらい 2 3% 1 1 きらい 0%
毎日読んでいる 3 19% 毎日読んでいる 2 3% 1 1 毎日読んでいる 4 12%
４～６日 1 6% ４～６日 8 13% 5 2 1 ４～６日 6 18%
１～３日 6 38% １～３日 34 56% 5 10 11 4 4 １～３日 10 30%
読まない 6 38% 読まない 15 25% 1 1 4 3 6 読まない 14 42%
１冊 4 25% 毎日読んでいる 7 11% 2 1 1 3 毎日読んでいる 4 12%
３冊くらい 3 19% ４～６日 4 7% 1 3 ４～６日 11 33%
５冊くらい 0% １～３日 20 33% 5 3 4 4 4 １～３日 9 27%
こどもが読みたいだけ何冊でも 6 38%
読まない 3 19% 読まない 28 46% 4 8 9 3 4 読まない 8 24%
働く車の本 1 6% かわいい絵本 1 2% 1 推理小説(推理系)(ミステリー) 4 12%
働く車の図鑑 1 6% 絵本 5 8% 1 1 2 1 エッセイ 2 6%
自由研究になるような本 1 6% しかけの絵本 4 7% 4 〇〇に役立つ本 1 3%
ライフハック 1 6% 恐竜の図鑑 1 2% 1 文豪の本 3 9%
しかけ絵本 4 25% マンガ 17 28% 1 1 5 3 7 マンガ 22 67%
親子で楽しめる(遊べる)絵本 2 13% ペットの本 1 2% 1 恋愛小説 3 9%
教養絵本(ジェンダー、環境、人付き
合い、交通安全、健康など)

3 19% 探し絵の本 2 3% 2 飛行機の本 1
3%

子どもの病気に関する本 1 6% 電車の本 1 2% 1 野球の本 1 3%
図鑑 2 13% 虫の本 1 2% 1 心理学系統の本 1 3%
子育ての本 1 6% 図鑑 4 7% 2 1 1 戦争の本 1 3%
小学生～中学生の間 1 6% 悲しい物語 1 2% 1 0%
子どもが喜ぶレシピ 1 6% 料理の本 1 2% 1 0%
動物図鑑 1 6% おはなしの本(絵本) 2 3% 2 0%
幼児向け雑誌 1 6% 歴史の本 2 3% 1 1 現代文学 1 3%

0% ものがたり(小説) 10 16% 1 5 3 1 小説 8 24%
0% 花の図鑑 1 2% 1 文庫本 1 3%
0% クイズの本 1 2% 1 0%
0% レシピの本 1 2% 1 0%
0% 手話の本？ 1 2% 1 0%
0% 学園系 1 2% 1 0%
0% 科学 2 3% 2 0%
0% 工作の本 1 2% 1 0%
0% 星と星座の図鑑 1 2% 1 0%
0% ＳＤＧsの本 1 2% 1 0%
0% 戦闘系 1 2% 1 0%
0% アドベンチャー系 1 2% 1 0%
0% 歴史漫画 1 2% 1 0%
0% ファンタジーの物語 1 2% 1 0%
0% 面白い本 1 2% 1 0%
0% ショートショート 1 2% 1 0%
0% アニメの本 1 2% 1 0%
0% 0 0% 0%
0% 特定のタイトル(単発) 5 8% 3 2 0%
0% 絶叫学級 1 2% 1 0%
0% 銭天堂シリーズ 2 3% 1 1 0%
0% ヨシタケシンスケの絵本 1 2% 1 0%
0% サバイバルの本 3 5% 3 鬼滅の刃 1 3%
0% どっちが強いシリーズ 1 2% 1 特定の作家名 1 3%
0% グレッグのダメ日記シリーズ 1 2% 1 シャーロックホームズ 1 3%

ある 8 50% ある 42 69% 6 6 14 6 10 ある 30 91%
よく行く 5 31% よく行く 14 23% 5 4 3 2 よく行く 1 3%
行ったことがない 3 19% 行ったことがない 2 3% 1 1 行ったことがない 2 6%
今のまま５冊で良い 16 ### 今のまま５冊でいい 47 77% 7 9 13 7 11 今のまま５冊でいい 32 97%
１０冊くらい借りたい 0% １０冊くらいかりたい 12 20% 5 2 4 1 １０冊くらいかりたい 1 3%

本をかりた 52 85% 12 11 13 7 9 本をかりた 17 52%
勉強した 17 28% 2 11 3 1 勉強した 7 21%
使ったことがない 3 5% 1 2 使ったことがない 9 27%

オモチャやぬり絵などが置いてある 2 13%
自由に工作ができる 1 6%
絵本の読み聞かせ 2 13%
本の検索ができる 1 6%
工作をやっている 2 13%
新しい本 4 25%
フェアの開催、お知らせ 1 6%
古い絵本が多く、探しにくい 1 6%
イベントをやっている 2 13%
マンガがある 1 6%
年令別おすすめ絵本 1 6%
絵本や作家についての情報がある 1 6%
たくさんの種類がある 1 6%
蔵書がたくさんある 1 6%
スタッフがたくさんいる 1 6%
明るい雰囲気 1 6%

読み聞かせ 3 5% 3 Ｗｉ－Ｆｉがある 1
新しい本が(たくさん)ある 20 33% 4 3 8 3 2 新しい本がある 5
工作をやっているとき 8 13% 2 1 2 1 2 色々な種類の本がある 2
面白そうな本が(たくさん)あるとき 3 5% 1 2 面白い本がたくさんある 1
イベント 2 3% 2 歌い手の本がたくさんある 1
本がたくさんある 2 3% 1 1 たくさん本がある 1
面白い絵本があるとき 1 2% 1 ビデオが見られる 1
考える系の本 1 2% 1
折り紙 1 2% 1 新作の本がある 1
自分が読んだことがない本が見たい 1 2% 1 自分の好きなことが詳しく書いてあ 1
色んな事を調べてる 1 2% 1 好きな作家の小説があったら 1
新しい絵本が出たら 1 2% 1 新しい本を読みに 1
暇なとき 1 2% 1
読みたいとき 1 2% 1
新しい本が入ったら 1 2% 1 色んな広告などがある 1
おすすめの本がある 4 7% 3 1 宣伝ポスターでおすすめをする 1
気分が落ち着いているとき 1 2% 1 おすすめを聞いたら 1
興味の持ったことがあったら 1 2% 1 興味がある本がある 2
小説がたくさんある 1 2% 1
マンガがたくさんある 1 2% 1 マンガを(たくさん)置く 3
本を見て作っている 1 2% 1 最新のマンガの本を取り込む 1
新しい本の紹介 1 2% 1
リクエスト貸出 1 2% 1
アンケートを取りそのシリーズを入 1 2% 1
図鑑がたくさんある 1 2% 1
勉強 1 2% 1 自習するところがある 1
見たい本を見る 1 2% 1 勉強をやっている 1
友だちと行く　一人だと怖い 1 2% 1 ブースがある 1
自由研究のとき 1 2% 1 集中したいとき 1
勉強の参考になる本があるとき 1 2% 1
楽しいことをやっているとき 1 2% 1 わからない 1
今のままでじゅうぶん行きたい 1 2% 1 家にある小説を読んでから 1

時間がない 8 50%
聞いてくれない 2 13%
読み方がわからない 1 6%
どんどんページをめくってしまう 6 38%
どんな本が良いかわからない 2 13%
読み始めたらきりがない 5 31%

(その他)
寝る前に読むので読み手が眠くなる 1 6%
子どもが気に入った本以外に興味を
持たない

1 6%

宿題だけ 12 20% 2 5 2 1 2 宿題だけ 10 30%
３０分 31 51% 6 4 11 3 7 ３０分 10 30%
１時間 15 25% 3 2 4 4 2 １時間 11 33%
２時間以上 1 2% 1 ２時間以上 2 6%

見ない 4 25%
１時間以内 6 38%
２～３時間 5 31%
それ以上 1 6%

(その他)
インターネットは見ないがテレビはつ
けっぱなし

1 6%

宿題 43 70% 10 7 14 5 7 宿題 3 9%
勉強 33 54% 3 6 14 4 6 勉強 12 36%
ゲーム 26 43% 2 4 7 3 10 ゲーム 25 76%
インターネット 11 18% 2 4 3 2 インターネット 17 52%
部活 11 18% 7 2 2 部活 18 55%
本やマンガを読む 19 31% 3 4 6 2 4 本やマンガを読む 13 39%
テレビを見る 23 38% 4 4 8 4 3 テレビを見る 16 48%
友だちと外で遊ぶ 15 25% 1 3 7 4 友だちと外で遊ぶ 2 6%

(その他) (その他)
学童で本を読む 1 2% 1 0%
鬼ごっこ 1 2% 1 0%
お絵描き 1 2% 1 0%
お手伝い 1 2% 1 0%
おもちゃで遊ぶ 1 2% 1 0%
バレーボール 2 3% 2 0%
妹と遊ぶ 1 2% 1 0%
片づけをする 1 2% 1 0%
学童 1 2% 1 0%
明日の用意 1 2% 1 0%
人形で遊ぶ 1 2% 1 0%
絵 1 2% 1 0%
ピアノ練習をする 1 2% 1 0%
素振り 1 2% 1 0%
野球 1 2% 1 0%
音楽を聴く 1 2% 1 0%
白紙 2枚
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1

2

3

5

7

4

8

6

学校が終わったら、どん
なことをしていますか？
(複数回答)

学校が終わったら、どん
なことをしていますか？
(複数回答)

お子さんに絵本を読んで
あげるときに、どんなこと
が大変ですか？
(複数回答あり)

どんな本が読みたいです
か？
(自由回答)

どんな本が好きですか？
(自由回答)

どんな本が好きですか？
(自由回答）

どんなことをしていたら、
図書館を利用したいと思
いますか？
(自由回答）

どんなことをしていたら、
図書館・図書室に行って
みたいと思いますか？
(自由回答）

どんなことをしていたら、
図書館・図書室に行って
みたいと思いますか？
(自由回答）

図書館に行ったことはあ
りますか？

図書館で、一回に本を何
冊くらい、かりたいです
学校の図書室は、利用し
ていますか？

図書館に行ったことはあ
りますか？

図書館で、一度に何冊く
らい本を借りたいです

学校の図書室は、利用し
ていますか？
(複数回答あり)

図書館で、一回に本を何
冊くらい、かりたいです

子どもの読書活動推進計画にかかるアンケート　集計

本は好きですか？
(複数回答あり)

本は好きですか？
(複数回答あり)

一週間の間に、お子さん
にどのくらい本を読んで
あげますか？

一日に、何冊くらい読み
ますか？

本は好きですか？

一週間のあいだに、家
で、どのくらい本を読んで
いますか？

マンガは、どのくらい読み
ますか？

一週間のあいだに、家
で、どのくらい本を読んで
いますか？

マンガは、どのくらい読み
ますか？

一日のうち、お子さんはイ
ンターネット(動画など)を
どのくらい見ています
か？

勉強は、家で、どのくらい
していますか？

勉強は、家で、どのくらい
していますか？

9

保護者向け 小学生向け 中学生向け

図書館に行ったことはあ
りますか？
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資料編 ２



 

 

 

第３次北竜町子どもの読書活動推進計画の策定について（諮問） 

 

 

 

 

 平成１３年に「子どもの読書活動の推進に関する法律」が施行されました。同法第２条に

は、「子ども（おおむね１８歳以下の者をいう）の読書活動は、子どもが言葉を学び、感性

を磨き、表現力を高め、想像力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身につけてい

く上で欠くことのできないものであることを鑑み、全ての子どもがあらゆる機会と場所にお

いて、自主的に読書活動ができるよう、そのための環境整備が推進されなければならないこ

と。」を基本理念に規定されています。 

 教育委員会では、生涯学習の基盤となる子ども達の読書活動やその環境整備に向け、蔵

書・資料の整備やブックスタート事業、読み聞かせ教室等と様々な活動を進めてきたところ

ですが、子ども達の読書離れが懸念されている中、積極的に読書に親しみ、生涯に亘っての

読書習慣が身につくよう、国や道の読書活動の推進に関する基本計画に基づき、第３次北竜

町子どもの読書活動推進計画を策定する必要があると考えているところです。 

 つきましては、第３次北竜町子どもの読書活動推進計画の策定にあたり、国及び道の計画

を基本とし、北竜町総合計画並びに社会教育中期計画との整合性を充分に考慮し、答申され

ますよう諮問いたしますので、令和６年２月末日を目途に答申下さいますようご依頼申し上

げます。 

 

 

 

 

                         令和５年８月２５日 

 

 

  北竜町図書館協議会委員長 様 

 

 

 

 

 

                         北竜町教育委員会 

                         教育長  有 馬  一 志 
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令和６年 ２月１日

北竜町教育委員会

教育長 有 馬 一 志 様

北竜町図書館協議会

委員長 松 永 尊

第３次北竜町子どもの読書活動推進計画の策定について（答申）

令和５年８月２５日付で諮問されました「第３次北竜町子どもの読書活動推進

計画」の策定について、北竜町図書館協議会委員会では「北竜町第２次社会教育

推進計画」の反省評価や子どもの読書活動の現状と課題を抽出し、会議を開催し、

半年にわたり慎重に協議・検討を重ねてまいりました。

つきましては「第３次北竜町子どもの読書活動推進計画」として、別紙の通り

答申いたします。

なお、本答申が、北竜町の子どもの読書活動の推進に反映されますとともに、

計画の実現に向けてご尽力いただきますよう祈念するものです。
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第３次北竜町子どもの読書活動推進計画策定の経過

期 日 活 動 内 容

令和５年 第７次社会教育中期計画策定について教育長より諮問

４月２８日 社会教育委員会議において、第３次子どもの読書活動推進計

画の策定 に関し、委員の構成及び今後のスケジュールにつ

いて事務局説明

８月２５日 教育長からの諮問により、第３次子どもの読書活動推進計画

の策定委員会を発足（社会教育委員）

１２月２１日 「第３次北竜町子どもの読書活動推進計画のアンケート調査

（R512.21～ 12.27まで）

令和６年 第１回 北竜町図書館協議会委員会開催

１月３０日 ・アンケートの実施と結果について

・第３次北竜町子どもの読書活動推進計画について

内容等最終協議・決定

２月 １日 第３次北竜町子どもの読書活動推進計画を教育長に答申
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第３次北竜町子どもの読書活動推進計画策定委員名簿 

 

 

区   分 職  業 氏   名 備  考 

 

社会教育委員  （委 員 長） 

  〃     （副委員長） 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

 

 

農  業 

主  婦 

農  業 

主  婦 

会 社 員 

小学校長 

 

松 永   尊 

永 井 美保子 

米 田 健 一 

谷 本   桂 

藤 田 大 輔 

鎌 田 定 男 

 

 

教育委員会  （事 務 局） 

 

 

 

課  長 

課長補佐 

係  長 

  係 

  係 

 

井 口 純 一 

道 下 佳 織 

岸   直 樹 

阿 部 久仁光 

山 崎 聡士朗 
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